
様式１の１

（事業計画期間５年以上又は総事業費が１億円以上のもの） 令和２年12月11日作成

〔事業根拠法令等：急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 〕

(1) 事業目的

(2) 事業内容

１工区　地山補強土工　L=16.0ｍ　

２工区　重力式待受け擁壁工　L=28.0ｍ

３工区　崩壊土砂防護柵工　H=3.50ｍ　L=60.0ｍ

(3) 整備目標等

施設の整備により、保全対象である人家15戸、盛岡市道等を保全する。

(4) 事業計画期間及び総事業費

〇事業計画期間　：　　　　　令和３年度～　　令和７年度

〇総事業費　：　146百万円

(1) 全国の状況

(2) 本県内の状況

(3) 施工地域における状況
　本地区は、人家15戸及び公共施設（市道120m）が保全対象とする急傾斜地であり、平成27年
10月に土砂災害警戒区域等に指定されている。
　斜面の一部に過去の崩壊跡が見られるほか、全体的に斜面の風化が進んでいることから、今
後の豪雨による土砂災害の危険性が高い。このことから、急傾斜地崩壊対策施設を整備し、人
家及び公共施設を保全することを目的として事業を行うものである。
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　〇解決すべき課題
　　本箇所は岩手県盛岡市山岸地区に位置し、保全対象である人家15戸が存在する。斜面の一部に
　は、過去に発生した崩壊跡が見られるほか、風化が進んだ斜面状況となっている。したがって、
　今後の豪雨による土砂災害の危険性が高いため、早急に急傾斜地崩壊対策施設を整備し、住民の
　生命・財産を保全することを目的としている。
　〇整備によって得られる効果
　　施設の整備により、家屋の保全等が図られる。
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公共事業　事前評価調書

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 補助 担当部課名 砂防災害課

（用地着手予定年度：令和４年度、工事着手予定年度：令和５年度）

　平成23年3月11日の東日本大震災津波、平成26年8月の広島市を襲った前線による豪雨、平成
27年9月の鬼怒川の氾濫を代表とする関東・東北豪雨、平成29年7月の九州北部豪雨、平成30年7
月の西日本豪雨等に見られるように、自然災害により尊い人命や家屋等の財産が甚大な被害を
受けている。このようなことから、着実にハード整備を進めるとともに、土砂災害警戒区域等
の指定や洪水・土砂災害ハザードマップの作成等ソフト対策の充実などにより、地域全体の防
災意識の構築を図っていく。

　平成28年8月台風第10号及び令和元年10月台風第19号等により、本県においても大規模な浸水
及び土石流、がけ崩れ被害が発生していることから、防災事業に対する関心が依然として高
まっており、効果的な事業の推進に努める必要がある。
　土砂災害対策施設整備を着実に進めるとともに、土砂災害警戒区域等の指定、市町村による
防災マップの策定及び公表など、ハード・ソフト対策を組み合わせた効果的な事業の推進に努
めている。



(2) 環境配慮事項及び環境等への配慮に要する事業費

ａ . ｂ . ｃ

(1) 事業に関する指標からみた評価

（１）保全対象の問題点

①保全人家

②保全公共施設等

 

 

ａ . ｂ . ｃ

〇事業に関する指標からみた評価については各評価指標の合計が80点以上であることから「a」
とした。
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・岩手県自然環境保全指針による保全区分 E

・希少野生動植物生息の有無 無
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　振興局で実施している公共事業等に係る希少野生動植物調査検討委員会に付議し、有識者等
の助言を受けながら環境に配慮した事業計画の推進及び工事の施工を行うものとする。
　また、施工の際は立木伐採・斜面切土整形が殆ど生じない地山補強土工や重力式待受け擁壁
工等の工法について、採用を検討する。

〇自然環境等の状況及び環境配慮事項に係る評価については、自然環境保全指針の「優れた自
　然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしていることから「a」とした。
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(2) 費用便益分析

　基準年：令和２年

　

　 　

　 　

総　費　用 (C)

　 　

　 　

総　便　益 (B) 　

費 用 便 益 比 (B/C)

※費用便益分析において地域特性等考慮すべき特記事項

なし

(3) 関連する開発プロジェクト等の状況 　 　 　 　 　

　急傾斜地崩壊対策事業山岸一丁目（６）地区（Ｈ28～Ｒ３）

(4) コスト縮減対策の取り組み状況　

(5) 代替案の比較検討結果

　急傾斜地崩壊対策施設の工法を選定するにあたり、施工性・景観性・経済性等を総合的に評
価したうえで、最も経済的になるよう検討する。
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費用便益分析手法：急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)（平成11年8月）

　本箇所の急傾斜地崩壊対策施設の工法選定において、現場吹付法枠工も検討を実施したが、
施工費用及び景観性、環境保護の観点から、地山補強土や重力式待受け擁壁工等に劣ることか
ら、本箇所においては、前述の工法が妥当であると判断した。



　

(1) 総合評価

（事業名)急傾斜地崩壊対策事業

〇総合評価に係るコメント

(2) その他特記事項

　「自然環境等の状況」については、自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全
方向に沿って積極的な対応をしていることから「a」評価とし、「事業計画の妥当性」について
は、評価指標の評点の合計が82点となっていることから「a」評価とし、総合評価を「AA」とし
た。
　当事業の目的を達成するためには、現時点で社会経済情勢等の状況や代替案を検討した結
果、本計画が最適であると考えられることから、事業の実施が妥当であると判断したものであ
る。
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